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第８回倶知安町総合計画審議会 顛末

日時：令和元年８月 29 日（木）16 時 00 分～

場所：倶知安町役場 ３階会議室

事務局

会長

会長

事務局

１ 開会

ただいまより、第８回倶知安町総合計画審議会を開催いたします。

お手元の次第に沿って進めさせていただきます。会長に進行をお願

いいたします。よろしくお願いいたします。

みなさんこんにちは。まずはお詫びですが、前回私が急遽所用で欠

席いたしまして、失礼致しました。副会長に議事進行をしていただ

きました。

本日より本格的に審議を始めますが、20 分ほど早く会場に来て工事

現場を見ていると、未来に向かっているこの町を思い起こさせてく

れました。一番大事なのは、大きな軸となる総合計画ですが、ぜひ

皆様の意見を出していただければと思います。全体の審議の進め方

については前回、事務局より説明があったかと思います。本日は前

回審議会の最後に概要を説明しておりましたが、素案の第１編、基

本構想について章ごとに事務局より説明し、そのあと皆様からご意

見等を伺いたいと考えております。よろしくお願いいたします。本

日は担当の総合政策課以外に担当している部署も出席の予定です

ので、揃ったところでご紹介させていただきます。

２ 第６次倶知安町総合計画素案についての審議

それでは早速審議に移ります。基本構想の第１章、計画策定の趣旨

について事務局より説明お願いいたします。

まず、お手元に教育委員会からの訂正があるとのことで、差替えを

お配りしております。

本日は 1ページから 27 ページまでを審議していただきます。

1ページ第１編、基本構想。2ページへ移りまして、第 1章、計画

策定の趣旨。第 1節、総合計画を策定する目的。昭和 44 年の地方

自治法の改正により地方自治体に自治体運営の指針となる「総合計

画」の策定が義務付けられ、倶知安町では昭和 47 年に最初の総合

計画となる「倶知安町開発基本構想」を策定してから第 5次倶知安

町総合計画の最終年度となる、平成 31 年度とありますが、令和元
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年度に訂正をお願いします。令和元年度に至るまで、総合計画に基

づいてまちづくりを進めてきました。第５次倶知安町総合計画で

は、めざすまちの姿を「ふれあい豊かに質の高い文化があるまち」

として、基本目標１「一人ひとりを大切にするまち」、基本目標 2

「子どもが心身ともに健やかに育つまち」、基本目標 3「やる気いっ

ぱいのまち」、基本目標 4「人と人とのつながりがあるまち」、基本

目標 5「安全に暮らせるまち」、基本目標６「次の世代に引き継げる

まち」、という６つの基本目標を掲げ、各行政分野において総合的

に施策を展開しました。その結果、子育て支援、教育環境整備、観

光施設の整備、都市基盤や生活環境整備が確実に図られています。

その一方で、第５次総合計画期間中、外国人観光客の増加によって、

海外投資によるホテル、コンドミニアムの建設がニセコひらふ地区

で相次いだほか、ニセコひらふ地区の宿泊施設の従業員や北海道新

幹線の建設従事者の住居として、町内に数多くの集合住宅が建設さ

れたことにより、町税、特に固定資産税は順調に伸びていますが、

国からの地方交付税は平成 22 年度をピークに減収が続いているほ

か、第５次総合計画後期に施工した学校給食センター、統合保育所、

役場新庁舎などの大型公共事業によって、依然として町の財政は厳

しい状況にあります。

また、少子高齢化が本格化したことで、新たに人口減少問題が発生

しており、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計に準拠

した場合、本町の今後の人口推計では、2040 年で 11,631 人（2010

年比 25％減）、2060 年では 8,630 人（2010 年比 44.6％減）になる

と推計されており、仮に推計どおりに人口減少が進むと、本町は基

礎自治体として存続すること自体が危ぶまれます。さらに、少子高

齢化は人手不足という新たな社会問題を引き起こし、現在では、全

国的、全業種に人手不足の問題が拡大しています。そのため、本町

は子育て世代が多く住み、国際リゾート地という強みを活かし、恒

久的に持続するためのまちづくりに取り組んでいかなければなり

ません。

令和 12 年度末には本町をはじめ近隣町村の住民が、長年待ち続け

た北海道新幹線・倶知安駅の開業、それと時期を同じくして高速道

路の開通など高速交通ネットワークの整備によって、ヒト・モノの

流れが大きく変わり、まさに本町にとって大きな転換点を迎えるこ

とから、それに向けた準備を着実に進めていかなければなりませ

ん。また、全国的に注目されることになった国際リゾートを抱える

本町は、光が当たる分だけ他に類のない先駆的な課題が多く発生し

ています。

さらに、冬季の外国籍住民数は、平成 20 年１月末で 417 人だった

のに対して、平成 31 年１月末では 2,048 人と約５倍になっている
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ほか、外国人観光客の増加、もともと転勤族が多く住む本町にあっ

て、北海道新幹線・倶知安駅の開業、高速道路の開通によって、さ

らに交流人口が増加し、様々な文化や価値観を持った人々との交流

が生まれ、住民の生活は今まで以上に多様性を持つことになり、外

国籍住民を含めた多様な人々との協働によるまちづくりが必要に

なります。

このような状況下での「第６次倶知安町総合計画」となりますが、

今日まで幾多の困難を乗り越え、先人が創りあげてきた本町をさら

に発展させ、この町に生活する全ての人々が、“この町に住んで良

かった”と感じ、夢を持って住み続けられる「ふるさと倶知安」に

向けて策定するものです。

４ページ目になりますが、２･３ページを簡潔に表したものです。

「依然として厳しい町財政のなか」というのは本町の前提条件とな

ります。２番目の「人口減少のなかで基礎自治体として恒久的に持

続するためのまちづくり」につきましては現在の国内における社会

的要件・視点というものでございます。以降３つ、「北海道新幹線・

倶知安駅開業、高速道路の開通という本町にとって大きな転換点に

向けた着実な準備」、「全国的に注目される国際リゾート地を抱える

本町ならではの行政課題の解決」、「転勤族の町、国際リゾート地に

加え、新幹線・高速道路開業によって交流人口がさらに増加するこ

とで、外国籍住民を含めた多様な人々への対応と多様な人々との協

働したまちづくり」、これが本町ならではの独自視点ということに

なります。こちらを今後 12 年見据えて、まちづくりに取り組んで

いきます。前提条件、国内における社会的視点、本町ならではの視

点を加味しまして、第６次倶知安町総合計画ではこの町に生活する

すべての人々が“この町に住んで良かった”と感じ、夢を持って住

み続けられる「ふるさと倶知安」を目指すために策定するというこ

とを表記しております。

第２節、総合計画の位置付けです。市町村が、その地域全体の総合

的発展を計画的に進めるための計画、いわゆる「総合計画」を策定

することについて、地方自治法第２条第４項で定められていました

が、平成 23 年に施行された第一次一括法により策定の義務付けが

廃止されました。

しかしながら、総合計画は自治体運営の羅針盤ともいえるもので、

町民をはじめ倶知安町に関わる全ての人々が、協力してまちづくり

に取り組んでいく指針であり、本町の最上位計画に位置づけられる

ことから、現在は、倶知安町議会の議決すべき事件を定める条例に

おいても、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及

び基本計画として、議会の議決を経て定めることとされています。

また、総合計画は、これからのまちづくりの基本的方向とその実現
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会長

会長

事務局

委員

事務局

のための各分野の施策等を明らかにするものであり、特に、第６次

倶知安町総合計画は、人口減少社会を向かえ、自治体の恒久的な持

続を目的とした「倶知安町まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定

後、初めて策定される総合計画であることから、第６次倶知安町総

合計画は倶知安町まち・ひと・しごと創生総合戦略との整合性が図

られる必要があります。

６ページになります。第３節、総合計画の構成ですが、第６次総合

計画の策定指針というところで委員の皆様に一度説明をしており

ますが、総合計画は７ページ上図のように、三階層になっておりま

す。一番上が基本構想、本日審議をしていただくところです。その

下に、今後皆様にご審議いただく分野ごとの基本計画です。③実施

計画というのは、基本構想、基本計画に基づきまして来年度以降、

役場が各年度にやる個別事業です。総合計画に基づいて役場が毎年

仕事をしていくことになります。

ありがとうございます。総合計画を策定する目的、位置付け、総合

計画の構成、という１節から３節までありますが、その内容等にご

意見やご質問ありましたらお願いいたします。

私から質問させていただきます。４ページ目の「人口減少社会の中

で基礎自治体として･･･」とありますが、「基礎自治体」という水準

といいますか、ボトムラインなどあるのでしょうか。

人口などの数値的なものはございません。例えば後志広域連合や羊

蹄山麓消防組合も法律上自治体となります。自ら治めると書いて自

治体といいますが、自らの自治権に基づいて事務を執り行うところ

が法人格を持った自治体です。平成２年には合併論議等もありまし

たし、広域連携なども流行っていますが、倶知安町単独として、ひ

とつの町として恒久的にこれからも生きていくということを基礎

自治体としていますので、数値的なものはございません。

５ページの総合計画の位置づけについて、地方自治法での義務付け

が廃止されたというご説明があり、「議会の議決を経て定めること

とされています」という町としての方針でしたが、町の条例の中に

総合計画を策定しなければいけないということが網羅されている

ということでしょうか。

条例において、策定をしなければならないという表現ではなく、倶

知安町にとってとても大切な計画ですので、議会の議決をもって制

定するという意味です。議会にダメだと言われたときには変更、修
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委員

事務局

会長

委員

事務局

会長

正をしなければならないということで、倶知安町にとってそれだけ

重要な位置づけの計画です。他の町村とは違って、総合計画と都市

マスタープランは、倶知安町の場合では重要な計画ですので、議会

で承認を得ることとしています。

他のマスタープランや計画等との関連性を書くということはない

のでしょうか。総合計画が最上位という言葉がありますが、その下

にどんな計画やプランがプラスされているのかをここに載せたほ

うがわかりやすいかと思います。

前回お示しした表の中では関連性があるといいました。今度の審議

になりますが、たとえば 38 ページには関連計画、施策ということ

で、倶知安町にある個別計画を載せています。ご指摘があったとお

りですので、そのように文章化をしていきたいと思います。

お手元の計画体系案検討シートの２枚目を見ると、個別目標２の下

に重点施策が書かれていて、括弧内に赤く書いています。必ずマス

タープランと関連してきますし、観光振興計画とも必ずリンクしな

ければいけません。事務局から説明がありましたが、それがわかり

にくいとのことでしたので、シンプルに計画の流れが見えるように

していただきましょう。

４ページの「依然として厳しい町財政のなか」という文言が一番始

めにきていますが、これは必要でしょうか。財政が厳しいためにで

きませんでしたという言い訳につながってしまうように私は感じ

ました。

先ほど説明しましたが、策定に当たる考え方として、まず前提条件

があり、社会的条件や本町ならではの独自要件があり、これらを加

味しながら、「ふるさと倶知安」を目指すために総合計画を策定し

ますということを書いています。２、３ページの要約の部分ですの

で、言い訳として捉えられるのであれば削除してもいいかと思いま

す。審議会が終了するまでに、また議論していけたらと思います。

確かに、それ以下と比べると、先々に向かって何かをすると書いて

いるのに対して、違和感があるのかもしれません。あえてここでは

書かずに、第２章の基礎条件において財政について触れていますの

で、そこで記述してはどうでしょうか。それを踏まえて検討をお願

いします。
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副会長

事務局

委員

事務局

委員

事務局

会長

会長

事務局

今後の部分について質問です。３ページ中ほど、「また、全国的に

注目されることになった国際リゾートを抱える本町は、光があたる

分だけ他に類のない先駆的な課題が多く発生しています」とありま

すが、これは具体的な課題が後述されているということでいいでし

ょうか。

そのとおりです。観光の部分での課題整理において、記述しており

ます。

５ページの「倶知安町まち・ひと・しごと創生総合戦略との整合性

が図られる必要があります」とありますが、総合戦略と総合計画で

みると、総合戦略の方が重要なのでしょうか。

総合計画が最上位計画になります。

創生総合戦略は第５次総合計画の下につくられたものでしょうか。

それとはまた別です。まち・ひと・しごと創生総合戦略については、

来年から第２次総合戦略が始まりますが、そことの整合性を図ると

いう意味です。

私の理解では、国から、自治体がしっかりとした事業計画を持ち、

それに向かって取り組みなさいと言われ、つくられたのが総合戦

略。第６次総合計画はそれを活かし、要素に取り込んで策定すると

いうことですがいかがでしょうか。

他に何かございませんか。また気づいたことがありましたら、その

都度質問していただければと思います。

それでは第２章、計画策定の基礎条件について事務局より説明をお

願いいたします。

それでは第２章、計画策定の基礎条件について説明いたします。

第１節、人口等の動向。倶知安町の人口を国勢調査から見ると、昭

和 60 年以降減少してきましたが、減少曲線を見ると、平成 12 年以

降は曲線が緩やかになり、下げ止まりの感もありましたが、平成 22

年から再び減少曲線がきつくなっています。

平成 27 年の国勢調査結果では、年齢三階層別人口の割合は、０～

14 歳が 14.1％、15～64 歳が 60.6％、65 歳以上が 24.7％となって

います。平成 22 年の調査結果では、０～14 歳が 14.0％、65 歳以上

が 21.5％でしたので、５年間で 3.2％高齢化率が上昇していること
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になります。

このような状況のなかで、25 歳～44 歳のいわゆる「子育て世代」

の人口は、4,134 人、総人口の 27.5％と高い割合を占めています。

そのため、本町で子どもを産み、育てることに不安を抱かないよう

な子育支援施策が、ますます重要となります。

また、現在の倶知安町の人口動向を論じるうえで、外国籍住民は欠

かせない要素となっています。

外国人観光客が増加したこと、また、ニセコひらふ地区を中心に海

外資本の事業所が増加したことを主な要因に、冬季の外国籍住民数

は、平成 20 年１月末で 417 人だったのに対して、平成 31 年１月末

では 2,048 人と約５倍になっています。

こうした外国人観光客や外国人就労者のなかには、婚姻や移住など

によって本町に住み続ける外国人もいることから、現在では 600 人

を超える外国人が本町に住んでおり、今後も一年を通して外国籍住

民は増加することが予測されます。そのため、国籍に関係なく本町

に暮らす全ての人が幸せを実感できる多様性への対応と多文化共

生を実現しなければなりません。９ページは国勢調査結果の年齢三

階層別人口の推移です。下には外国籍人口の推移をグラフ化して載

せています。

１０ページ、第２節、産業構造。平成 22 年と平成 27 年の国勢調査

の産業別就労人口を比較すると第１次産業、第２次産業、第３次産

業の全てにおいて減少しています。

少子高齢化によって就労人口自体が減少していくなか、農業はもと

より町内の中小企業においても後継者不足が深刻になっています。

本町においては、年間の有効求人倍率が 2.0 倍を超えて推移してい

ますが、外国人観光客の増加に伴い、就労条件に英語スキルが求め

られることから、求人側と求職側でミスマッチが起きることも多

く、冬季の外国人就労者数は増加を続けています。

また、国においても、経済成長の下押し圧力となっている人手不足

を解消するため、平成 31 年４月１日からは、改正入管法の施行に

より、14 業種において新たな在留資格での外国人労働者の受け入れ

が制度化されることになりました。

14 業種のなかには、本町の基幹産業である農業や宿泊業、外食業、

建設業などが含まれることから、第６次総合計画期間中には、本町

の産業を支える就労者のあり様にも大きな変化が起こる可能性が

あります。

第３節、町の構造につきましては、地理的要因ですので、省略させ

ていただきます。

第４節、町の財政。町の財政は、地方税と地方交付税が２大自主財

源として収入の大半を占め、平成 29 年度決算実績で 53％（地方税
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会長

委員

29％、地方交付税 24％）となっています。

地方税のうち、固定資産税はニセコひらふ地区のコンドミニアム建

設が相次いだこと、平成 19 年度から平成 29 年度までの 10 年間で

３億 6,200 万円の税収増がありましたが、その反面、地方交付税が

２億 7,300 万円減額となっています。

一方、外国人観光客を中心に観光客入込数が順調に伸びているた

め、リゾート地としての質と魅力の向上を図り、観光客の満足度を

上げるため、令和元年 11 月から、法定外目的税の宿泊税を導入す

ることとしました。

支出では、公債費が大きな負担となっているなか、除雪費用をはじ

め、下水道事業、ごみ処理事業、医療扶助費など生活に直結する経

費が増加傾向にあり、災害など危機管理体制の強化や公共施設の老

朽化に関わる経費の確保も必要となっています。

また、第 5次倶知安町総合計画の終末期には、老朽化した学校給食

センターの建替えや統合保育所の新設を実施したほか、役場新庁舎

の建設などの大型事業の実施が決定し、第 6次倶知安町総合計画期

間の後期には、北海道新幹線の建設負担金、新幹線駅舎の建設と、

高速道路の開通に伴う周辺環境整備など、まちづくりに係る大型事

業が見込まれています。

今後もより一層の経費削減と財源確保に努めるとともに、PDCA サイ

クルによって施策・事業の重要度や優先度を検討するなど、限られ

た財源を最大限に有効活用する必要があります。

13 ページには、一般会計の決算額の推移とそれに伴う町税全体の推

移、下は固定資産税の推移をグラフ化して載せています。次ページ

には地方交付税の推移、その下は倶知安町の起債額、いわゆる借金

の推移をグラフ化して載せています。地方交付税について少し細く

しますと、例えて言うと親からの仕送りです。子どもがバイトをし

て月 10 万円バイト代があるのであれば、親からの仕送りが 8万円

に減らされるというイメージです。その仕送りが地方交付税です。

バイトをして子どもがやっていけるのであれば親からの仕送りは

減っていきます。そのように、町では固定資産税、あるいは町税全

体が順調な伸びを見せていますので、国からの地方交付税が年々減

っていきます。以上が第２章の内容です。

ありがとうございます。事務局より策定の基礎条件について説明が

ありましたが、これについて質問、意見がありましたらお願いしま

す。

９ページのグラフについてですが、人口の推移の部分で、15～64

歳という分け方をしていますが、もっと細かくすることはできない
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事務局
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事務局

会長

のでしょうか。国勢調査のデータ自体がこうなっているということ

ですか。

国勢調査の年齢三階層の分け方がこのようになっています。

補足ですが、細かい年齢別人口は出ていますが、一般的な分け方と

してこれが主流となっていますので、それに倣って今回も記載して

おります。

ここの推移を基礎データとして考えていく中で、高校進学率につい

て考えると、15～18 歳を労働人口に含めるのは違和感があります。

加えて、一度札幌にいって、倶知安へ帰ってきたいけれども住居が

無いという若年層の状況について考え、今後政策のターゲティング

をどの世代にするかということを考えたときに、例えば 20 代が少

なくなっている、などが見えないと、決めづらいのではないかと考

えました。

町税と地方交付税の推移の中で、単位が千円と億円に分かれている

ので、合わせた方が見やすいと思いました。

まずグラフについてはやってみます。単位によってグラフの波の出

方も変わりますので、調整します。

そして人口別の階層についてですが、25～44 歳の子育て世代は記載

していますが、今おっしゃっていただいたところについては国勢調

査の結果を見て検討したいと思います。

ただいまの意見に賛成です。もう少し年代を細かくしていただきた

いです。保護者の方々の話を聞いても、倶知安は子育てにちょうど

良いと聞きます。転勤族のご家族も、年齢が幼いながらも来られて

います。高校、大学になると出て行ってしまいますが、その人たち

が倶知安は良かったなと感じて、また帰ってくるような環境を描い

て欲しいと思います。

このページにつきましては、計画策定の基礎条件としていますの

で、今おっしゃっていた内容については基礎計画の中で記述してい

ますので、そのときにまた審議していただければと思います。

各年代ごとの人口については、グラフ化をしてできる限り見えるよ

うに取り組んでみます。

教育委員会においてクラス編制等や学校再編の際に用いる、0～5

歳、6～12 歳、13 歳～･･･というデータがあると思います。そうい
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事務局

うものがあった方が倶知安町の現状がわかりやすいと思います。検

討のほど、よろしくお願いします。

説明の中で、法定外目的税である宿泊税について、もう少し、場合

によっては１項目立てて説明があってもいいのではないかと思い

ます。先日、ニセコのホテルに宿泊する機会がありましたが、各部

屋に宿泊税のチラシがありました。全国で唯一の定率課税で、道と

の二重課税になる可能性も高いため、今後の宿泊税の税収の見込み

や使い道についてもう少し触れてもよかったのではないかと思い

ます。

総合計画とは直接関係ないかとは思いますが、定率課税は業者にと

って売上を把握されるという点で非常に抵抗があります。そういう

面で国税との連携等で、もし課題があれば書く書かないは別にし

て、説明をいただきたいと考えております。

宿泊税の税収の見込みや使い道について、第２章で記載することは

考えておりません。宿泊税については財源の一つとして考えていま

すので、それだけをピックアップすることはありません。使い道に

ついては観光振興に充てますので、今後観光の分野で出てきます。

宿泊税についてのご質問ですが、素泊まり料金に対しての 2％です

ので、おおよそ売上がわかるとは思いますが、宿泊税に関して国税

と連携して何かをするということはありません。まだ始まっており

ませんので、今年度始めてみて、出てきた課題に対しては整理して

解決していきたいと思います。

今、委員からありました宿泊税についてですが、90 ページの「町単

独観光分野」が関係してくると思います。おそらく審議のなかで使

い道等、議論していくかと思いますが、94 ページの関連計画の中に

「宿泊税導入に係る倶知安町の観光課題と解決施策」と書かれてお

りますので、そちらで具体的な論議に入りたいと思います。

８ページに「子育て支援施策がますます重要となります」とありま

す。認定子ども園等も揃っていますが、それよりも親の住む場所が

重要になるのではないでしょうか。ひらふ地区も街中もそうです

が、これから先、街中の土地が外国商人に買い占められることにな

ると、第６次総合計画においても大きな問題として関わってくると

思います。土地の動向についても今後の計画に影響を及ぼすと思い

ますので、記述してはどうでしょうか。

ご指摘があったところについては第３章の土地利用の方針として
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記述しておりますので、このあとにご説明させていただきたいと思

います。

他にご質問、ご意見なければ第３章について説明をお願いいたしま

す。

それでは、第３章、まちづくりの基本姿勢について説明いたします。

第１節、まちづくりの基本姿勢。私たちの町、倶知安町は、自然美

を誇る羊蹄山、ニセコ連峰の麓にあり、厳しい風雪を克服し、後志

の中心として発展してきました。私たちは、先人が困苦に耐えなが

ら開拓してきたこの郷土と、たくましい精神を受け継ぎ、恒久的に

持続する住みよいまちづくりを目指していかなければなりません。

本町の冬季の外国籍住民数は、平成 31 年１月末で 2,048 人となり、

通年で本町に居住する外国籍住民も毎年100人程度増えてきていま

す。外国籍住民や外国人観光客の増加、もともと転勤族が多く住む

本町にあって、令和 12 年度末の北海道新幹線･倶知安駅の開業、高

速道路の開通によって、ヒト・モノの流れが大きく変わり、交流人

口がさらに増加し、様々な文化や価値観をもった人々との交流が生

まれ、住民の生活は今まで以上に多様性を持つことになり、外国性

住民を含めた多様な人々への対応、多様な人々との協働によるまち

づくりが必要となります。

そのため、町民をはじめ倶知安町に関わる全ての人々のまちづくり

の基本姿勢として、次のとおり定めます。「自然をいかし、環境を

整え、美しい町をつくりましょう」、「仕事を工夫し、力を合わせ豊

かな町をつくりましょう」、「郷土を愛し、教養を高め、文化の町を

つくりましょう」、「決まりを守り、親切に助け合い、明るい町をつ

くりましょう」、「未来に希望を持ち、若さに溢れた、伸びゆく町を

つくりましょう」この５つの基本姿勢は、昭和 45 年１月 15 日に定

められた町民憲章に掲げられているものです。

町民憲章は、未来に向かってのまちづくりの理想と望ましい町民像

を目指すために町民一人ひとりが守るべき規範を定めたものです。

時代は変化しましたが、未来に向かってのまちづくりの理想、外国

籍住民を含む町民をはじめ倶知安町に関わる全ての人々が「町民」

として本町に居住しているなかで、この町民憲章に掲げられたまち

づくりの精神を改めて見直し、まちづくりの基本姿勢として後世に

引き継いでいく必要があると考えました。

次のページになります。第２節、目指す町の姿。現在、少子高齢化

が進行し、人口減少社会となり、今まで経験したことがない新たな

社会問題が、国内には起きています。

平成 27 年に社人研が発表した本町の将来人口推計では、2040 年に
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は 11,631 人、2060 年には 8,630 人まで人口が減少するとされてい

ます。このような人口減少が予測されているなか、本町で暮らす全

ての人々の生命と財産を守るため、恒久的にこの町を持続させてい

く必要があります。

また、第５次総合計画期間中、ニセコひらふ・花園地区には海外投

資による大型コンドミニアムが建設され、平成 19 年から平成 29 年

の 10 年間で、観光客入込数が 93,900 人増加し、外国人観光客の宿

泊延数は、約３倍の 433,685 人に増加するなど、観光による多大な

経済効果が本町にはありました。

観光は裾野が広い産業であり、その経済波及効果は直接的なサービ

ス業にとどまらず、建設業や運輸業、卸売・小売業など多くの分野

に及ぶため、第５次総合計画後期中は、観光による経済効果を域内

循環させる施策を実施してきました。

このことにより、本町は「観光立国の象徴」として一定の評価を受

け、令和元年 10 月には G20 観光大臣会合が本町で開催されること

になりました。

しかしながら、多くの町民にとって観光による経済効果は実感に乏

しいものであり、第６次総合計画策定に係る町民アンケートの結果

では『今後重視しなくてよい施策』の１位に「町全体の国際リゾー

ト化」が選ばれたほか、自由記載の回答においても、「観光ばかり

に力を入れるのではなく、町民が暮らしやすい町になって欲しい」

という意見が多数ありました。

さらに、第６次総合計画の策定にあたり、第６次総合計画実行の責

任世代となる 45 歳以下の町民で構成した『町民ワークショップ』

においても、大好きな倶知安町でずっと住み続けることを望み、そ

のために暮らしやすさを今後のまちづくりに望む声が多く出まし

た。これらのことから、今後も今まで以上に住民が本町で暮らすこ

とに幸せを感じ、大好きなこの町にずっと住み続けたいと思うよう

なまちづくりに努めていく必要があります。

明治 25 年、本町に開拓の鍬が入れられてから令和２年で 129 年の

月日が経過しました。第６次総合計画の最終年となる令和 13 年に

は開基 140 周年を迎え、令和 23 年には開基 150 年という節目の年

を迎えます。

本町にとって開基 300 年とは、明治 25 年の開拓の鍬が入れられた

日から第６次総合計画が終了する日までの２倍をもってもそれに

及ばない久遠の時代です。

私たちは、先人が困苦に耐えながら開拓してきたこの郷土とたくま

しい精神を受け継ぎ、人口減少社会にあっても、本町が開基 300 年

に至るまで、基礎自治体として恒久的に持続する住みよい町を目指

していきます。



13

そのため、第６次倶知安町総合計画期間中、私たちは、今日まで幾

多の困難を乗り越え、先人が創りあげてきた本町をさらに発展さ

せ、この町に生活する全ての人々が、“この町に住んで良かった”

と感じ、夢をもって住み続けられることを目指す町の姿（将来像）

として、高齢者、子ども、子育て世代、障がい者、商業・農業・観

光業を営む人など、本町で暮らす全ての人がそれぞれに幸せを感

じ、それぞれが充実した生活ができるような施策を各分野で展開し

ていきます。

目指す町の姿（将来像）、開基 300 年を目指す、いつまでも住み続

けたい町“くっちゃん”（素案読み上げ）

第３節です。まちづくりの基本目標。第６次倶知安町総合計画は、

人口減少社会を向かえ、本町の恒久的な持続を目的とした「倶知安

町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 28 年２月）策定後、初

めて策定される総合計画であることから、第６次倶知安町総合計画

は倶知安町まち・ひと・しごと創生総合戦略との整合性が図られる

必要があります。

そのため、第６次倶知安町総合計画における目指す町の姿（将来像）

を実現するための基本目標については、本町の総合戦略の２本の柱

をコミットしたものとしました。

まちづくりの基本目標１「くっちゃんで暮らす幸せを感じる」、倶

知安町の自然豊かで外国人が多く暮らす多文化共生の山岳リゾー

ト地という強みを活かして、人種や世代を越えた多くの人々が、『大

好きなこの町、倶知安町でずっと暮らしたい』と思えるような、さ

まざまな生活環境づくりを展開し、住民の福祉増進を図ります。

基本目標２「くっちゃんで交流する幸せを感じる」、倶知安町は、

外国人観光客の増加や海外投資によるホテル、コンドミニアムなど

の建設によって、世界有数の山岳リゾート地へと発展を続けていま

す。この強みを活かし、観光客を中心とした交流人口を増加させる

ほか、住民と世界から訪れる外国人、外国籍住民がお互いの文化や

習慣を理解しあいながら共生し、多様性に対応する魅力あるまちづ

くりを展開していきます。

第４節、計画期間中の目標人口。第６次倶知安町総合計画期間中の

目標人口は、平成 28 年２月に策定した倶知安町人口ビジョンに基

づき、以下のとおりとします。令和２年、16,068 人から最終年度と

なる令和 13 年の 15,829 人、いずれも 9月末時点の人口として掲げ

ております。

続いて、第５節、先ほど副会長からご質問がありました、土地利用

の方針です。これにつきましては、先ほどから申しております、都

市計画マスタープランからの引用となっております。都市計画マス

タープランについては議会の承認を得ているものですので、文言の
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変更等は難しいですが、簡単に説明いたします。（１）コンパクト

な市街地形成の推進、（２）都市計画区域外の土地利用コントロー

ル、（３）農業地域の保全、（４）森林地域の保全、（５）自然公園

地域の保全、（６）緑地の保全及び緑化の推進となっており、倶知

安町の土地利用の方針として都市計画マスタープランより引用し、

掲げています。

続きまして、第６節、財政運営の基本方針です。

（１）財政運営の基本方針。財政運営にあたっては、歳入の根幹で

ある町税収入の確保と受益者負担の適正化を進めるとともに、経常

経費の節減、事務事業の見直し、選択と集中による財源配分など、

町政運営の効率化に努め、厳しさが続く地方経済などの実情に即し

た財政構造となるように見直しを進めていきます。１つ目の丸が持

続可能な財政運営です。常に町民生活に必要不可欠なサービスが安

定的に供給され、社会経済情勢の急激な変化や行政需要の増加など

の局面が生じても、それらに対応できる持続可能な財政基盤の確立

を目指します。２つ目の丸が効果的で効率的な財政運営です。行政

改革や行政評価に取り組み、成果を踏まえた包括的な財源配分を行

い、町民の視点にたった効果的で効率的な財政運営を行います。３

つ目の丸が自主的で自立的な財政運営です。地方分権が本格化し、

自主的・自立的な財政運営が求められるなかで、自主財源の確保に

努めるとともに、地域社会の自主性に基づく取り組みを進めます。

（２）財政の見通し、１つ目の丸が歳入についてです。歳入につい

ては、堅調な伸びを示している固定資産税や個人住民税、令和元年

度より施行となった宿泊税及び地方消費税交付金など増加となる

要素はあるものの、国から地方への税財源配分の見直しによる法人

住民税の減や、町税の増などによる地方交付税の減少のため、本町

の根幹をなす町税、地方交付税は大きな増加とはならず、12 年間あ

わせての総額を概ね 620 億円と予測しています。２つ目の丸が歳出

についてです。歳出については、社会保障や北海道新幹線札幌延伸

及び高速道路開通に伴うまちづくり関連経費の増、また、学校給食

センターの建替えやくっちゃん保育所ぬくぬくの新設、役場新庁舎

建設などの大型事業実施による公債費（町債の返済費用）の増加が

見込まれます。

第３章については以上になります。

今説明がありました第３章まちづくりの基本姿勢について何かご

ざいますか。

18 ページの町民アンケートですが、違和感があるような内容に思い

ました。例えば、「『観光ばかりに力を入れるのではなく』という意
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事務局

委員
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見がありました。しかしながら、これについては考えていかなけれ

ばいけない課題であると感じます。」という風にしてはどうでしょ

うか。

目指す町の将来像、倶知安町はどのような姿を目指すのかという記

載ですが、当然観光というのは倶知安町にとって主要産業です。ま

さに倶知安町の経済を牽引していく分野であると捉えています。そ

の一方で、町民がどのような町に住みたいかということを考える

と、今回の第６次総合計画に係るアンケート調査によると、観光も

大事だが、町民ファーストという、町民の生活をまず大事にして欲

しいという意見がありました。共通しているのは倶知安町が大好き

で、倶知安町に暮らしたいという意見でした。したがって、第６次

総合計画で一番重視したのは町民が大好きだという倶知安町でど

れだけ住み続けられるかということです。暮らしやすさ、住みやす

さを今後のまちづくりに望む声が多くあったため、それを踏まえ

て、12 年後の目指す町の姿としては、倶知安町で暮らし続けるため

の暮らしやすさをまちづくりにおいて重視しています。

ということであれば、「『今後重視しなくてよい施策』の第１位に『町

全体のリゾート化』が選ばれた」という文言は削除してはいかがで

しょうか。そうするとスムーズな流れになると思います。私は不自

然な流れに感じたため、本当に必要なのかと感じました。

何のためにアンケートを取っているかということを考え、アンケー

ト結果として出た事実を削除して文面を繋ぐよりも、アンケート結

果を踏まえて、今後 12 年のまちづくりを進めていきたいと思って

います。結果を伏せずに、向き合いたいと思っています。事実とし

て記載をしたかったという考えから記載していますが、違和感があ

るのであれば、削除について検討していきたいと思います。

削除よりも、もう少し上手く流れるように、「今後 12 年間、こうい

ったことを踏まえていく必要があります」という文言を加えるのは

いかがでしょうか。

そういう意見があるということは事実だと思います。それに対する

解釈をしなければいけないと思います。外国資本の収益は外国に流

れていきます。そこに働いている人たちも外国から来て、お給料を

もらって帰っていきます。どんなに賑わっていても町民には直接的

に利益があがってこないということへの不満かと思います。人によ

って解釈が変わってしまいますので、違和感が残るということに繋
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がっているのではないでしょうか。町民からの意見があるというこ

とはなぜかということを考えてはいかがでしょう。

私も、町民の声としては削除すべきではないと思いました。ただ、

そのまま続けて読むと違和感があると思います。先ほどの説明で、

「町民が暮らしやすい」という表現に、「倶知安が好きでずっと住

み続けたい」という意味が隠れているのだと思います。おそらく、

様々な意見を細かく見ると、倶知安に住み続けたいという考えがあ

ったのだと思います。それを汲みながら文章を作るといいのではな

いでしょうか。

私がアンケートを拝見したとき、町民の中に少なくともこういうこ

とをおっしゃっている方がいるということは、観光に携わるものと

してショックでした。ただ一方で、例えば、18 ページの「観光ばか

りに力をいれるのではなく」とありますが、役場の予算から考える

と、観光に割り当てられているものは微々たるものだと感じます。

目立つまちづくりの施策として、観光が突出しているのは間違いあ

りません。町民の皆さんが勘違いをしていると思いました。これは

厳しい表現ですし、仮に英訳して外国人の方が見たらどう思うでし

ょうか。将来、町民の 10～20％に届くような外国人の方が住みはじ

めるなかで、わがまちの施策として、総合計画の中にこのような文

言が入っていると、なんて嫌な町なのだろうと思ってしまうのでは

ないでしょうか。この流れは留めることはできません。向き合って

いかなければいけないなかで、このように表現すると、新しく来て

くれている外国人にとっては、倶知安がウェルカムではないと感じ

てしまうと危惧しています。

つながりをわかりやすくしてはどうでしょうか。

町の上位計画ですので、そのあたりの表現はデリケートであると思

います。委員がおっしゃったように、人的なパワーをもって今の状

態になり、さらに民間が強いということは町民の皆さんは知らない

と思います。観光は脚光を浴びてしまい、派手です。産業でいうと、

観光よりも農業の方が莫大なお金を投じられていますが、メディア

等には出ません。16 ページの町民憲章を 18 ページの文章に入れ込

みながら、数値的なものを提示するのではなく、強みを活かすよう

な前向きなものに変えた方がいいかと思います。

第２節につきましては、12 年後にどういう町を目指すのかというこ

とを記載しています。第６次総合計画においては、今まで以上にこ



17

会長

委員

事務局

委員

事務局

会長
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の倶知安町に暮らすことに幸せを感じて、大好きな町にずっと住み

たいと思うようなまちづくり、そんな町に 12 年後するということ

を書いています。目指す町の姿を、どういう風に文章で導いていく

か、本日いただいたご意見に基づいて、文章や内容について検討し

ていきたいと思います。

やはり目指す町の姿という部分は一番のビジョンとなるところで

すので、重要になるかと思います。第１節、第２節が似通っている

部分もありますので、統合するということもひとつかと思いますの

で、事務局にて検討していただければと思います。

この章に限ってではありませんが、最初から読むのではなく、途中

から読んでも読めるような構成にしているのかもしれませんが、第

１章に出てきた文章と同じような文章が第３章にも出てくるので、

くどいと感じました。

くどいとは感じましたが、省略してしまうと読み手によっては違う

捉え方ができてしまうため、そのまま表記しています。

たとえば、「第１章で書いたとおり」という表現はどうでしょうか。

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

これだけ分厚いですが、町民皆さんに読んでもらいたいと思いま

す。活字ばかりにはなってしまいますが、見せ方を工夫するのも大

事だと思います。

先ほどの第５節の土地利用の方針ですが、この方針において問題は

ないとは思いますが、現実的に考えている問題として、倶知安町が

好きで、倶知安に定住したいという声があったそうですが、近年の

土地の高騰、アパート不足など、家を持ちたいけれど持てない若い

人がいるということを聞きます。そういった人たちは土地が安いと

いう理由から他町村に定住して、倶知安町で働いているそうです。

こういった問題も大きくなると思いますので、問題点を文章に入れ

た方がいいかと思います。土地利用の方針というのは、こうしたい

という町としての大まかな指針ということはわかりますが、住みた

いと思う人達のために土地の確保が必要かと思います。

それについては基本構想ではなく、基本計画の住居問題のところで

もう一度ご意見をいただきたいと考えております。
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２１ページ、「計画期間中の目標人口」について、これは外国籍住

民を含んでいるのでしょうか。

含んでいます。

今倶知安町の住民は 15,500 人くらいですが、減少率は非常に低く、

ときには増加にもなります。その要因は、日本人住民が減って外国

籍住民が増えているということが見受けられますが、それを考慮し

て、この目標人口となっていると思います。外国人登録者と日本人

住民を分けずに考えるのでしょうか。現状の外国籍住民の割合はグ

ラフで示されていますが、12 年先までの割合についてはどう考えて

いくのでしょうか。比重的には冬の外国人が多く、それに付随した

夏の人口となっていましたが、徐々にフリーシーズンの集客が増え

ています。それを考えると、冬と同じような通年での外国人労働者

の雇用が発生すると、通年で 2,000～4,000 人になるという状況が

出てくると思います。それを考慮すると、外国籍住民の割合を明確

にしてもいいのではないかと思います。

日本人と外国人の割合もそうですが、私が先ほど言っていた、年代

別の内訳を示して欲しいという理由はそこにあります。将来的に

15,300 人をキープするという目標に向かっていく際に、どの世代を

どれくらいの人数、例えば就労人口あるいは若年層を増やしたいの

か、黒松内町のように福祉に力を入れてお年寄りが住みやすい町に

して人口をキープするのか、大きく分けて2つ道があると思います。

総人口数だけで目標設定をすると、若い人向けの政策に力を入れる

のか、高齢者向けの政策に力をいれるのかが見えづらくなってしま

うので、どの程度細かく載せるかが難しいとは思いますが、日本

人・外国人に限らず、就労人口なのか若年人口なのか、15,000 人の

内訳を載せて欲しいと思います。

倶知安町人口ビジョンを修正しなければ、目標人口は修正できませ

ん。町内会の加入促進条例ができましたが、これには外国籍住民も

含まれています。本日お話ししましたが、改正入管法も変わり、こ

れは季節雇用ではなく通年雇用ですので、外国人労働者がますます

増え、結婚や移住によっても増えていきます。この 12 年間は倶知

安町民として外国籍住民の方を町民として、一緒のまちづくりの仲

間として捉えるということが大前提になると考えています。外国籍

住民の方々も地域コミュニティを守っていきましょうという流れ

になっています。なぜあえて人口を分けずに書いているかといいま
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すと、外国籍住民も倶知安町民であるとしているからです。多様性

への対応や多様な人々でのまちづくりについて第６次総合計画の

端々に書かれていますので、皆さんに審議していただき、ご意見を

いただきたいと思っています。

委員が言っていたように、ターゲティングは大事だと思います。ま

た、副会長が言っていたように、土地や家がなくて、京極町や真狩

村に住んでいる人も実際にいます。日本人と外国人を分けて考える

のではなく、データとして年代別や日本人と外国人の割合があって

もいいのではないかと思います。

基礎条件に記載するということでいいでしょうか。

どこかに記載されていればいいと思います。バラバラなっているよ

り、まとまっていた方がいいです。

役場の皆さんへのアドバイスになるかはわかりませんが、外国人集

住都市会議というものがあり、11 の自治体で構成されています。群

馬や浜松などは、工場労働者としてブラジルなどの外国人を受け入

れており、人口の３割、４割が既に外国人となっています。各都市

に連絡をとってそこで定められている総合計画を入手できるので

あれば、倶知安町総合計画の参考になるのではないかと思います。

ホームページ等を用いて見てみます。

社人研の推計は日本人だけの推計ですから、外国籍住民数が目標人

口との差になっているのではないでしょうか。

21 ページの「目標人口」は「推計人口」ではないでしょうか。

人口ビジョンとの整合性がありますので、目標人口としています。

全体を通して、何かご意見等ございませんか。

財政についてですが、町税が増えると地方交付税が減るという流れ

は理解できました。ネガティブな表現が多いため、「厳しい財政状

況が続きます」だけでなく、仕送りの例でありましたが、「仕送り

は減ったが自由に使えるお金が増えた」のように、ポジティブな表

現を記載していただけたらと思います。
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仕送りの例がありましたが、自由に使えるわけではありません。た

だ、そういった地方交付税に影響を受けないのが法定外目的税です

ので、第６節で書いていますが、自主財源の確保について引き続き

検討をしていかなればならないと考えています。

おっしゃるとおり、税収が増えた分、２割程度自由に使えるという

ことですが、大型事業が出てきており、補助金もありますが、借金

で賄っている部分が大きくなります。今後の世代に負担が積み上が

ってしまうため、自由に使えるお金は厳しくなっていきます。取捨

選択をしながらよりよい事業を行っていくため、そういった部分を

総合計画に示したいと思います。

27 ページの歳出の部分で、「公債費（町債の返済費用）の増加が見

込まれます」とありますが、どれだけ増えるのかイメージが湧きづ

らいので、グラフ等で明確に記載してはどうでしょうか。

今現在の見込みは出すことが出来ます。今後積み上がっていく分も

ありますので、検討させていただきます。

予測や見込みで載せるべきではないでしょうが、そういった数字を

知った上で計画は実行するものではないかと感じます。

全体を通して他に何かございませんか。

ないようですので、審議を終了させていただきます。

疑問点等あれば事務局に連絡していただければと思います。

３ その他

次回の審議会の日程は９月中を予定しています。９日から 20 日ま

で定例町議会があるため、日程調整中です。上旬には皆様にご案内

しますので、ご出席よろしくお願いいたします。


